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質疑書兼回答書 

 

(件名)    茨木市選挙システム再構築業務委託                 

について 回答 します。 

 

質疑事項 回答 

第1章 2 基本方針(6) 

・共通基盤システムのガイドラインの 

 入手方法は？ 

 

別途ＨＰにて掲載をいたします。 

第 1 章 3 作業内容・納品物(3)納品物 

・協議する時期は、いつになるのか？ 

納品物一覧表のドキュメントを全て用意 

する必要が有るならば、予算額を超過す 

る恐れがある為。 

 

業者決定後、契約締結に係る最終仕

様書の確定時までを想定しておりま

す。 

第 1 章 4 スケジュール(2)履行期間終了後 

・60 か月以下の再リースが可能・・・ 

と記載有るが、リースが可能・・・の間 

違いではないのか。“再”が間違いか 

 

今回の調達にリースを含む形で提案

された場合に、履行期間終了後に再

リースする場合を想定して記載して

おります。 

第 3 章 2 信頼性要件(1)可用性 

・自動的にバックアップを行い、・・・シ

ステムの停止状態が発生しないようにす

ること。とあるが、 5  稼働環境要件 

(1)ハードウエア要件 

・ハードウエアについては、本市が用意と

有り、仮想サーバの仕様が示されている

が、事業者で用意するハードウェアにつ

サーバーリソース要求表に記載いた

だいた内容のサーバを本市で用意し

ますが、御社でしか用意できないハ

ードウェアが必要であれば、提案内

容に含めていただく必要がありま

す。（システムを稼働させるために

USB ドングルが必要であったり、特

殊な物理サーバを構築する必要があ



 

 

いてもうたわれており、その役割等が分

かりかねる。無停電電源装置はどうか？ 

 上記のシステム停止状態が発生しない様

に、貴市で用意される仮想サーバを利用

されないのか。 

 

る場合等） 

本市が用意するサーバのみ、無停電

電源装置を用意しますが、御社でし

か用意できないハードウェアが必要

な場合、システム停止状態を発生し

ない様、無停電電源装置等の周辺機

器も提案内容に含めていただく必要

があります。 

第 3 章 7 移行要件(2)次期システム移行に

係る要件 

・現時点での国からの標準仕様が示されて

いない中で、中間標準レイアウト等での

データ抽出は調達範囲として、 

・予定されている国の標準仕様にバージョ

ンアップ等で対応する事及び対応に係る

費用については、それも含んでの調達範

囲か？その場合予定額を超過する恐れが

ある為。 

標準化の構築が本年度に対応できな

いことが想定されるのであれば、令

和４年度以降に標準仕様へのバージ

ョンアップ対応費用を提案書に含め

てください。 

第 4 章 4 各工程における注意点 

・プロジェクトを円滑に・・・オンライン 

ストレージを活用すること。について 

外部からの接続が可能か？何を保存対象

とすれば良いか 

議事録や質疑応答内容、納品物の確

認に使用することで効率化を図ろう

としております。 

機能要件書 No.15 について、夜間ジョブ，

時間指定ジョブとはどういった処理を想定

しているかご教授ください。 

住基情報の取込み処理や通知書の作

成等などを想定しております。 

機能要件書 No.16 について、想定の処理を

ご教授ください。 

基準日と処理日が異なる時点のデー

タを取得したい場合、例えば、当年

度 4 月 1 日時点での対象者を抽出す

る等。 

機能要件書 No.18 について、年間スケジュ

ールが必要なバッチ処理の想定をご教授く

ださい。 

月次処理として、名簿統計の作成や

3 か月毎の定時登録処理などを想定

しております。 

機能要件書 No.19 について、定例バッチの

想定をご教授ください。 

日次や月次、選挙時などの処理は一

定の JOB として構築することを想定



 

 

しております。それらの JOB をスケ

ジュールに合わせて実行することを

想定しております。 

機能要件書 No.26 について、データの抽出

は可能ですが、宛名シールを作成するツー

ルは貴市で提供いただける認識でよろしい

でしょうか。 

市で印刷統合基盤機能（※）を提供

することは可能なため、印刷情報の

CSV ファイルがあれば作成可能で

す。 

※なお、印刷統合基盤機能の詳細に

ついては、ＨＰに掲載しております

「茨木市共通基盤システムガイドラ

イン」に記載のとおりです。 

機能要件書 No.13 について、データの抽出

は可能ですが、宛名シールやはがきを作成

するツールは貴市で提供いただける認識で

よろしいでしょうか。 

市で印刷統合基盤機能を提供するこ

とは可能なため、印刷情報の CSV フ

ァイルがあれば作成可能です。 

機能要件書 No.25 について、選挙システム

は市民の目に触れることがないと認識して

おりますが、DV（ドメスティックバイオレ

ンス）登録者の画面でのマスキングは必要

でしょうか。 

DV 登録者であるとわかる方法であれ

ば、代替案を示していただくことで

対応は可能です。 

機能要件書 No.196 について、弊社システム

の全国自治体情報は弊社提供資産にて管理

しているが、その方式でも問題無いでしょ

うか。 

各種帳票・ラベル等の宛先印字がで

きるのであれば、代替案としては可

能です。 

茨木市選挙システム再構築業務委託に係る

プロポーザル実施要項 

２業務概要 (2) 業務の目的 

「選挙業務（現行システムを含む。）、国

民投票業務、期日前投票業務を統合したシ

ステム」と記載がございますが、現行シス

テムでは国民投票業務、期日前投票業務は

別システムという認識でよろしいでしょう

か。また現行システムでは、当日投票につ

いて既にシステム化されておりますでしょ

うか。 

現行システムでは、期日前投票シス

テムのみが別システムで管理してお

ります。また、当日投票システムに

ついては、未導入であり、導入の検

討段階です。 



 

 

 

第 2 章１機能要件 全般 

「基本機能権限の設定は事業単位で制御で

きること」と記載がありますが事業単位と

は各選挙単位の認識でよろしいでしょう

か。 

選挙毎ではなく、担当者をグループ

（個人単位、所属・職位単位等）に

分けて、権限を振り分けることがで

きることを想定しております。 

 

第 2 章 1 機能要件 全般 

「当日投票システム（電子投票システム）

との連携が可能であること。」と記載があ

りますが、当日投票システムは今回の調達

範囲外との認識でよろしかったでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

第 2 章 1 機能要件 帳票 

「期日前投票終了後３時間以内に選挙人名

簿の作成が完了すること」と記載がありま

すが、期日前投票の読み合わせ終了後、３

時間以内という認識でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

第 3 章 1 規模要件（1）機器数・設置場所 

「ハンディ機器」と記載がありますが、具

体的にどのようなものでしょうか。動作す

るために受託業者側でソフトの準備等は必

要ない認識でよいでしょうか。 

期日前投票の受付時に使用するバー

コードリーダを想定しています。 

機能要件 共通 

No.30 連携機能 

「期日前・不在者投票及び当日投票の各シ

ステムとの連携におけるデータ形式は、テ

キスト（固定長）または CSV であるこ

と。」と記載がありますが、 

当日投票システムについては今回の調達範

囲外のシステムであり、そのシステムとの

連携を行う場合の機能要件と考えてよろし

かったでしょうか。 

お見込みのとおりです。 



 

 

機能要件 共通 

No.31 システム運用／操作 

「国民投票、住民投票及び市民投票におい

ても、選挙と同様の手順でシステムの運用

／操作が行えること。」と記載がございま

すが、記載されている住民投票と市民投票

は同じものと考えてよろしいでしょうか。 

また選挙と同様の運用とのことですが、住

民投票においては定時登録は実施せず、投

票時のみの運用という認識でよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

機能要件 選挙人名簿管理 名簿管理〔帳

票出力機能〕 

No.140 本籍地市区町村宛て照会・回答文

書 

「本籍地市区町村宛てに刑期終了確認の照

会文書及び回答用文書を出力できるこ

と。」と記載がございますが、対象件数は

どのくらいになるでしょうか。 

１選挙あたりで 10 件程度となりま

す。 

機能要件 期日前・不在者投票 不在者投

票個別機能〔帳票出力機能〕 

No.312 その他特別機能 

「当日投票において、電子投票（タブレッ

ト投票）への対応が可能であること。」と

記載がございますが、現行システムでは電

子投票は既に導入済なのでしょうか。また

電子投票（タブレット投票）はどのような

運用を想定されているのでしょうか。 

現行システムでは、電子投票は未導

入です。各投票所のタブレットをオ

ンライン（Wifi 等）で繋ぎ、それぞ

れで投票が可能な状態を想定してお

り、詳細は未定ですが、電子投票に

向けた今後の国の動きに連動できる

ことを要件としています。 

 


